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監査役の報酬額の改定に関するお知らせ 

 

 

当社は、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、監査役の報酬額の改定に関する議案を 2026 年 3 月 27

日開催予定の第78回定時株主総会に付議することについて決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせい

たします。 

 

記 

 

改定の概要 

  監査役の報酬額の総額について、2008 年 6 月 24 日開催の第 60 回定時株主総会において年額100 百万円以

内（うち社外監査役分は年額40百万円以内）とご承認を得ております。 

 このたび、昨今の役員報酬水準の上昇、コーポレートガバナンスの強化による監査役に求められる役割や責

務の増大に鑑み、監査役の報酬額の総額を年額110百万円以内（うち社外監査役分は年額50百万円以内）に改

定することといたしました。 

 

 

以 上 

 


